
　　　　車両系建設機械

※　上記以外で厚生労働省令で定める機械はありません。
※　資格　機体重量３ｔ以上　技能講習修了者（整地・運搬・積込み用及び掘削用）
　　　　　 　機体重量３ｔ未満　特別教育修了者（整地・運搬・積込み用及び掘削用）
※　ドラク・ショベル等アタッチメントの交換により基礎工事又は解体用の資格必要です。

車　両　系　建　設　機　械　・　荷　役　運　搬　機　械



※　上記以外で厚生労働省令で定める機械はありません。
※　資格　機体重量３ｔ以上　技能講習修了者（基礎工事用）
　　　　　 　機体重量３ｔ未満　特別教育修了者（基礎工事用）
※　ガードレールパイルドリル、ポールハンマー（ガードレールの支柱の打込み専用）は、
　　基礎工事用機械には該当しません。
※　建柱車はアースオーガー仕様のみ

※　資格　特別教育修了者　（締固め用）

※　上記以外で厚生労働省令で定める機械はありません。
※　資格　ブレーカ　機体重量３ｔ以上　技能講習修了者（解体用）
　　　　　 　　　　　　　機体重量３ｔ未満　特別教育修了者（解体用）
　　　　　　　　　　　 　コンクリートポンプ車の作業装置の操作　特別教育修了者
※　コンクリートポンプ車は不特定な場所に自走できるもののみ
※　ニブラは解体用機械に該当しません。



　　　　車両系荷役運搬機械

※　資格　最大積載量１ｔ以上　技能講習修了者
　　　　　 　最大積載量１ｔ未満　特別教育修了者

※　資格　最大荷重１ｔ以上のフォークリフト　技能講習修了者
　　　　　 　最大荷重１ｔ未満のフォークリフト　特別教育修了者

ショベルローダー

※　資格　最大荷重１ｔ以上のショベルローダー又はフォークローダー　技能講習修了者
　　　　　 　最大荷重１ｔ以上のショベルローダー又はフォークローダー　特別教育修了者
※　車両系建設機械のトラクターショベルと類似しているので取扱説明書で確認の事。



　　　　高所作業車

※　資格　作業床の高さ１０ｍ以上　技能講習修了者
　　　　　 　作業床の高さ１０ｍ未満　特別教育修了者

　　　　特定自主検査　

※　車両系建設機械及びフォークリフトは１年以内毎に１回
　　　　（高所作業車は作業床の高さが２ｍ以上から対象）

※　不整地運搬車は２年以内毎に１回

　　　　　参　考

　　上記　アスファルトフィニッシャーは車両系建設機械に該当しません。


